
平
成
十
九
年
九
月
十
二
日
提
出

質

問

第

一

七

号

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
に
対
す
る
人
道
的
配
慮
に
も
と
づ
く
特
別
在
留
資
格
の
付
与
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

郡

和

子
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ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
に
対
す
る
人
道
的
配
慮
に
も
と
づ
く
特
別
在
留
資
格
の
付
与
に
関
す
る
質
問
主
意
書

法
務
省
は
、
平
成
十
八
年
三
月
の
「
規
制
改
革
・
民
間
開
放
推
進
三
か
年
計
画
」
の
「
透
明
性
・
公
平
性
を
更
に
向
上
さ
せ

る
こ
と
を
指
向
し
て
、
在
留
を
特
別
に
許
可
す
る
際
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
つ
い
て
総
合
的
な
観
点
よ
り
検
討
し
、
結
論

を
得
る
」
と
の
方
針
に
も
と
づ
き
、
同
年
十
月
「
在
留
特
別
許
可
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
し
、
発
表
し
た
。
ま
た
同

省
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
在
留
特
別
許
可
が
与
え
ら
れ
た
事
例
や
、
小
冊
子
『
難
民
認
定
行
政－

二
十
五
年
間
の
軌
跡－

』
を

通
じ
て
、
不
認
定
理
由
書
全
文
を
開
示
す
る
な
ど
し
て
い
る
。
個
別
事
例
の
開
示
が
、
国
民
の
制
度
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め

る
の
に
資
す
る
と
の
同
省
の
判
断
に
も
と
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
前
記
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
、
「
（
�
）
人
道
的
配
慮
を
必
要
と
す
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き
」
に
在
留
特
別
許
可

が
付
与
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
従
来
、
日
本
人
あ
る
い
は
永
住
者
と
の
血
縁
・
婚
姻
が
重
視
さ
れ
て
き
た
が
、
人

道
的
な
観
点
、
あ
る
い
は
国
際
貢
献
の
見
地
か
ら
も
こ
の
よ
う
な
救
済
は
非
常
に
重
要
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
趣
旨
か
ら
、
以
下
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
へ
の
人
道
的
配
慮
に
も
と
づ
く
特
別
在
留
資
格
の
付
与
に
つ
い
て
質
問
す

る
。

一

タ
リ
バ
ン
政
権
が
成
立
し
た
一
九
九
六
年
以
降
二
〇
〇
七
年
八
月
末
ま
で
に
つ
い
て
年
度
別
に
、
特
別
在
留
許
可
を
付
与

一



さ
れ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
難
民
申
請
者
の
件
数
な
ら
び
に
不
許
可
処
分
を
受
け
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
難
民
申
請
者
の
件

数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
許
可
を
付
与
さ
れ
た
事
例
の
う
ち
、
特
別
在
留
許
可
を
付
与
し
た
時
点
で
日
本
人
と
婚
姻

し
て
い
た
事
例
は
何
件
あ
る
か
。

二

特
に
二
〇
〇
二
年
以
降
に
つ
い
て
、
特
別
在
留
許
可
が
付
与
さ
れ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
お
よ
び
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
に
つ
い
て
、
判
断
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
た
事
実
を
、
個
人
が
特
定
さ
れ
な
い
範
囲
で
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

三

こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
難
民
に
対
し
人
道
的
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
か
政

府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


